
 

令和 2年分の年末調整のポイント 

  

 

  

 

平成 30 年の所得税の改正内容である給与所得控除の引き下げや基礎控除の引き上げ等は令和２年から

適用されています。また、令和２年改正において設けられた「ひとり親控除」も、令和２年から適用されており、

今年の年末調整は複雑なものとなっています。今回は、年末調整の変更点とポイントを確認していきます。 

   

■令和 2年分の年末調整のポイント 

１．基礎控除の変更と新たな所得控除の新設による新申告書 

令和2年から適用される所得税改正の主なものは「所得控除」です。一番大きな変更点は、「基礎控除」の10

万円引上げと「所得金額調整控除」の新設で

す。基礎控除はさらに、所得金額に応じた控

除額になるため、計算が必要となり、新たな

申告書が定められました。その新申告書は、

「令和 2 年分給与所得者の基礎控除申告書 

兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 

所得金額調整控除申告書」（以下、「基・配・所

申告書」といいます）となります。1枚の用紙に

3種類の所得控除の内容が含まれるものにな

っています。すべての従業員に基礎控除が適

用されるので、用紙としての記入は必須にな

ります。ただし、基礎控除申告書以外の申告

書の記入については各人の状況により異なる

ことになります。（次頁Ｑ＆Ａ Ｑ１．参照） 

２．扶養控除等申告書に「ひとり親」欄が追加 

令和 3年 1月から行う源泉徴収のために必要となる「令和 3年分給与所得者の扶養控除等申告書」に、ひと

り親に該当するかのチェック欄が追加されました。なお、ひとり親控除の適用そのものは令和 2 年分から行わ

れることになります。（次頁Ｑ＆Ａ Ｑ２．参照） 

 

■令和 2年から適用される所得税改正の内容まとめ 

１．給与所得控除の引き下げ 

給与所得控除額が一律 10万円引き下げられます。さらに給与等の収入金額（年収）が 850万円を超えた場合、

給与所得控除は上限金額 195万円となります。 

２．基礎控除の引き上げ 

基礎控除額は一律 10万円引き上げられます。ただし、合計所得金額が 2,400万円を超える個人については

段階的に控除額が減少し 2,500万円超で基礎控除の適用がなしになります。 

３．所得金額調整控除の新設 

給与等の収入金額が 850万円を超える者で、特別障害者に該当する者又は年齢 23歳未満の扶養親族を有

する者若しくは特別障害者である同一生計配偶者か扶養親族を有する者について、給与等の収入金額（その

収入金額が 1,000万円を超える場合には、1,000万円）から 850万円を控除した金額の 10％相当額を控除する

ことになります。給与所得控除の引き下げにより年収 850万円を超える場合、増税されることになりますが、こ

の所得控除の要件に該当する場合、改正前と同じ税負担になるように設計されているものです。 



 

４．ひとり親控除の新設 

ひとり親に該当する場合には、「ひとり親控除」として、35 万円が控除されます。令和 2 年の所得税改正によ

り創設されたものであるため、令和 2 年の月々の源泉徴収額は改正前の控除が適用されています。年末調整

において「ひとり親控除」が適用され、月々の源泉徴収額が精算されることになります。 

 

 

 

 

 

  令和 2年分の年末調整から記載が求められる「基・配・所申告書」は、３つの申告書が１枚の用紙に収

まっています。記載が必要となるケースを条件別にまとめると、次の表のようになります。 

 

 

  ひとり親とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、次の３つの要件

のすべてに当てはまる人です。 

① 合計所得金額が 48万円以下の生計を一にする子を有する 

② 受給者本人の合計所得金額が 500万円以下である 

③ 受給者本人に事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと 

 

 

  所得金額調整控除の額は、「所得金額調整控除申告書」の記載事項として法令で定められていませ

ん。そのため、「所得金額調整控除額」を計算する欄は設けられていません。 

年末調整における所得金額調整控除の額は、従業員が「所得金額調整控除申告書」を提出する際

に計算するのではなく、給与等の支払者が年末調整において計算することとなります。 

 

 

  共働き世帯において扶養親族の「扶養控除」の適用は、夫婦のいずれかで受けることになります。一

方、所得金額調整控除（子ども等）の適用においては、扶養控除と異なり、扶養親族に該当する年齢 23 

歳未満の子がいる場合、夫婦の双方で所得金額調整控除（子ども等）の適用を受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

＜条件 1＞ 

本人の給与等 

収入金額 

＜条件 2＞ 

配偶者の 

有無 

＜条件 3＞ 

23歳未満子ども・ 

特別障害者の有無 

 

記入を要する申告書 

850万円以下 
無 － 基礎控除申告書のみ  

有 － 基礎控除申告書＋配偶者控除等申告書 

850万円 超 

無 
無 基礎控除申告書のみ 

有 基礎控除申告書＋所得金額調整控除申告書 

有 
無 基礎控除申告書＋配偶者控除等申告書  

有 すべて記載 

Ｑ２．「ひとり親」とは具体的にはどのような人になりますか？ 

Ｑ１．新しい申告書となる「基・配・所申告書」はどのようなケースで記載が必要になりますか？ 

 

Ｑ３．「所得金額調整控除申告書」を提出する際に控除額を記載する必要はないのでしょうか？ 

Ｑ４．共働き世帯において、子供がいる場合の所得金額調整控除は、どのように計算されるのでしょうか？ 


